
【深澤】 本日のディスカッションのコーディネ
ーターを務めさせていただきます、評
価センターの深澤でございます。どう
ぞよろしくお願いいたします。

まず初めに、本日のこのディスカッションの
目的といいますか趣旨につきまして、若干ご説
明をしておきたいと思います。最近景気が悪い
というせいもございましょうか、納税者の税に
対する関心というものは非常に強いものがある
と思います。また、固定資産税、税そのものと
いうよりも、評価に対する関心度というものが
非常に強いということでございます。また、そ
の関心の度合いは非常に細かい部分にまで及ん
でいるというのが現状だろうと思います。細か
い説明を課税当局からしなければいけないとい
う場面を、フロアの皆様、毎日経験されている
ことだろうと思います。
一方、標準宅地の鑑定評価を行っております
不動産鑑定士の皆さん方からも、課税に関する、

評価に関するさまざまな情報交換の場が必要で
はないかという声、ご指摘をいただいていると
ころでございました。そういった状況を受けま
して、当評価センターが中心になりまして、こ
の春に均衡化に関する提言を出したということ
もございます。そのようなことで、今回、固定
資産税の土地評価に関与されておられる各分野
の皆様にお集まりをいただきまして、それぞれ
の立場で均衡化・適正化の社会的な要請に応え
る方策を探っていこうというのが今日の趣旨で
ございます。
ここで本日のパネラーをご紹介いたします。
壇上、皆さんから向かいまして左から、群馬県
総務部市町村課税政係主任の高橋功一さんです。
そのお隣が大阪市財政局税務部固定資産税担
当課長、藤原稔之さんです。
その隣が、日本不動産鑑定協会公的土地評価
委員会の副委員長であられます武田辰雄さんで
す。武田さんは広島からおいでいただきました。
その隣が、同じく日本不動産鑑定協会公的土
地評価委員会副委員長、樋沢武司さんです。樋

パネルディスカッション

評価の均衡化・適正化への取り組み
～よりバランスのとれた土地評価のために～

はじめに

�写真左よりパネリスト 高橋氏、藤原氏、武田氏、樋沢氏、伊藤氏、三宅氏 コーディネーター 深澤

パネリスト 高橋 功一 群馬県総務部市町村課税政係主任

藤原 稔之 大阪市財政局税務部固定資産税担当課長

武田 辰雄 （社）日本不動産鑑定協会公的土地評価委員会副委員長
（有）中国総合アプレイザル代表取締役

樋沢 武司 （社）日本不動産鑑定協会公的土地評価委員会副委員長
（株）エーエムエス代表取締役

伊藤 裕幸 （財）資産評価システム研究センター土地に関する調査研究委員会委員
（財）日本不動産研究所システム評価部次長

三宅 正芳 総務省自治税務局固定資産税課固定資産鑑定官

コーディネーター 深澤 俊樹 （財）資産評価システム研究センター調査研究部長兼業務部長

― ―26「資産評価情報」２０１１．１（１８０号別冊）



沢さんには愛知県からおいでいただきました。
その隣が、当評価センターの土地に関する調
査研究委員会の委員であります伊藤裕幸さんです。
最後に、総務省自治税務局固定資産税課の固
定資産鑑定官、三宅正芳さんです。

【深澤】 それでは、早速シンポジウムを始めた
いと思います。まず初めに復習といいましょう
か、平成６年から７割評価が導入され、土地評
価協議会の設置、それから現在に至るまでの経
緯ということ、適正化・均衡化への取り組みの
経緯につきまして、軽くおさらいをしておきた
いと思います。これは総務省の三宅鑑定官にご
説明をお願いできますでしょうか。
【三宅】 わかりました。私のほうからは、平成

６年度から導入されました地価公示価
格の７割を目途とした固定資産税にお
ける土地の評価と、それと同時に土地

評価協議会の設置等が行われた経緯を簡単にご
説明させていただきたいと思います。
固定資産税における評価の基準というのは、
ご案内のとおり固定資産評価基準でございます。
この現行の評価基準は昭和３９年度の固定資産税
から適用されております。その中で土地の評価
につきましては、基本的には売買実例価格から
正常と認められない条件を修正して、いわゆる
不正常要素を排除して正常売買価格を求めると
いう評価の方法になっております。これで昭和
３９年度以降、固定資産税の評価をしてきたわけ
ですが、３年に１度固定資産税の評価替えを行
い、評価が引き上げられた場合は、それに応じ
た税負担につきましては調整措置を講じてきた
ところです。
そうした中、昭和６０年代初めから東京の都心
商業地に端を発しました地価の高騰が主要な大
都市に波及すると、地方都市にも影響してくる
という中で、この土地取引の指標である地価公
示価格につきましては、地価公示の性格ですか
ら、地価の高騰と軌を一にして上昇していきま
した。これに対しまして、固定資産税の土地評

価は、この地価高騰の要因を先ほど申しました
不正常要素だと、正常と認められないというこ
とで排除して、正常売買価格を求めるというこ
とで評価をしておりました結果、固定資産税の
評価額は地価公示ほど急激には上がらなかった
という状況でした。
その結果、地価公示価格と固定資産税評価額
の差が拡大し、平成３年度の評価替えで各都道
府県庁所在市の固定資産税最高路線価と地価公
示最高価格の割合は３６％という状況になってい
ました。当時政府税制調査会でもいろいろと議
論されましたが、公的土地評価相互に大きな差
が存在することは、公的土地評価それぞれに対
する信頼性を低下させるのではないかというよ
うな意見もございました。
一方で既に平成元年１２月に土地基本法が成立
しておりました。
土地基本法の中では公共の福祉優先であると
か、利益に応じた適切な負担であるとかいった
ような土地に対する基本理念が定められており
ました。その土地基本法第１６条の中では、資料
９（P．５３）のところですが、「国は、土地の正常
な価格を公示するとともに、公的土地評価につ
いて相互の均衡と適正化が図られるように努め
る」ということが定められておりました。土地
基本法でこういう土地に対する基本理念が定ま
っていることも踏まえまして、当時、先ほども
申しましたいろいろな議論がございましたが、
固定資産税につきましては、平成３年の政府税
制調査会答申、資料９の下のところの答申でご
ざいますが、「平成６年度以降の評価替えにお
いては、土地基本法第１６条の規定の趣旨等も踏
まえ、速やかに、地価公示価格の一定割合を目
標に、評価の適正化・均衡化を推進すべき」と
いうような、「一定割合」についての答申がな
されました。
その答申が平成２年１２月に出されたんですが、
年が明けて１月、資料１０（P．５３）でございます
が、総合土地政策推進要綱が閣議決定されまし
て、その中でも固定資産税評価について、「速
やかに、地価公示価格の一定割合を目標に、そ
の均衡化・適正化を推進する」とされておりま

1. 均衡化・適正化の取り組みの経緯
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す。この一定割合を検討しながら平成６年度の
評価替えに向かっていったわけです。
この一定割合の具体的数値につきましては、
本日この研究大会主催の資産評価システム研究
センターの研究委員会においても、理論的、実
証的検討が行われました。その報告の中では、
「地価安定期であった昭和５０年代における固定
資産税評価額と地価公示価格の水準が７割程度
であったということを総合的に勘案して、７割
程度の水準を目途に宅地の評価を行うことが妥
当」といったような検討結果も出されたところ
でございます。
この検討結果も参考にしながら、当時の自治
省としては、平成６年度の評価替えの基本方針
を定め、中央固定資産評価審議会の了承を得て
おります。資料１０の下の資料でございまして、
この一定割合の具体的数値については、昭和５０
年代ということを書いて、最後、「７割程度と
し、依命通達の改正によって明示する」という
ような基本方針を示したところでございます。
この一定割合については依命通達において示す
ということで、改正後の依命通達が資料１１
（P．５４）の上のところです。
依命通達のなお書きで、「宅地の評価にあた
っては、地価公示法～云々～のこれらの価格の
一定割合（当分の間この割合を７割程度とす
る）を目途とすることとし、この場合において、
鑑定評価価格の活用にあたっては、都道府県単
位の協議機関において情報交換等必要な調整を
行う」ということが依命通達の中に示されまし
た。このような経緯により、平成６年度の評価
替えは行われたところです。
この地価公示価格の７割程度を目途とした平
成６年度の評価替えの結果ですが、幾つかの基
本問題をめぐって議論がございました。また、
各地で固定資産評価審査委員会に対する審査の
申出がなされまして、その数は全国で２万件を
超えるというような、かつてないような件数と
なりました。宅地の評価額が一度に３倍、４倍
になりましたので、税負担につきましては、な
だらかとなるような調整をしましたが、いずれ
負担がなだらかとはいえ上がり続けるじゃない

かといった意見もありました。「固定資産税に
おける土地の評価は３年ごとに評価替えする」
といった説明も行ったんですが、いろいろなご
意見もあって、審査申出も多く出たところでし
た。さらにその決定を不服として訴訟となるこ
ともたくさんございました。
そのような平成６年度の評価替えの結果を踏
まえまして、その次の評価替え年度である平成
９年度におきましては、この地価公示価格に対
する７割を目途とする評価につきましては、依
命通達で示すということではなく、広く大臣告
示ということで評価基準に規定するということ
になりました。
その次、平成１２年度の評価替えにつきまして
もさまざまな改正を行ったところではございま
すが、地方分権の趣旨に立脚した通知・通達の
整理を行うということで、それまで評価基準を
補うという考え方で示していた依命通達を廃止
いたしまして、土地評価の協議機関を設けて調
整協議をすることというような局長通知も出し
ていたので、それもあわせて廃止ということで、
都道府県間の協議機関、情報交換等につきまし
ては、非常に重要なことですので固定資産評価
基準の中に書き込むということで現在に至って
おります。
以上が平成６年度の評価替え以降の経緯でご
ざいます。
【深澤】 どうもありがとうございました。この

ような経緯を経て現状があるわけです
けれども、現状が必ずしも理想的な状
態でないということもございまして、

そういったことで当評価センターのほうから、
この春に提言を出させていただいております。
その辺のところは、この会議のメンバーでもあ
り、またうちの土地研究委員会のメンバーであ
ります伊藤さんのほうから、おさらいの続きと
いうことでお願いしたいと思います。
【伊藤】 はい。今年の５月のことでありますが、

資産評価システム研究センターの中に
固定資産税評価均衡化推進会議という
ものが設立されました。その会議から

固定資産税の評価の均衡化推進等に関する提言
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という文書が出されました。その内容につきま
して簡単にご説明いたします。
まず、そもそもの固定資産税評価均衡化推進
会議の設置に当たっての経緯というか背景、そ
ういったものについてご説明いたします。資料
１３（P．５５）をご覧ください。固定資産税評価均
衡化推進会議設置の背景といたしましては、２
つの問題意識がございました。
１つ目は、左側の箱でございますが、簡単に
言いますと、路線価等を事後的に検証するだけ
では評価の均衡化やら適正化には不十分である
ということ。そして、標準宅地の価格の決定の
過程におきまして調整することが必要であると
いう問題意識が１つ。２つ目が右側の箱でござ
いますが、簡単に言いますと、均衡化を実現す
るためには固定資産税評価に当たっての基礎的
条件についての目線合わせをするような意見交
換・情報交換が必要であるという問題意識でご
ざいます。
この２つの問題意識を解消するために、真ん
中の箱でございますけれども、意見交換をする
場の設定が必要である。その場を管理する体制
の整備が必要であるという結論に至ったわけで
あります。その結果といたしまして、一番下で
ございますけれども、評価センターの中に固定
資産税評価均衡化推進会議というものが設置さ
れたということでございます。
次に、固定資産税評価均衡化推進会議の概要
についてご説明いたします。資料１４（P．５５）を
ご覧ください。固定資産税評価均衡化推進会議、
これはメンバーといたしましては、私の右隣に
いらっしゃいます武田先生、樋沢先生のような
不動産鑑定協会の公的土地評価委員会の委員が
まず１つ、それから、群馬県とか千葉県、岐阜
県、愛知県、兵庫県などといった都道府県の代
表の方、そして、私が委員を務めております評
価センターの土地に関する研究委員会など、そ
ういった委員会の委員で構成していると。
この固定資産税評価均衡化推進会議でござい
ますけれども、都道府県における固定資産評価
の均衡のために、均衡化作業の標準的スケジュ
ール、それから標準宅地の価格の調整などにお

ける資料などといったものの情報提供を行うも
のであります。
また、今年の５月でございますけれども、固
定資産税評価均衡化推進会議から出されました
固定資産税の評価の均衡化推進等に関する提言、
ここでは都道府県ごとに固定資産税の評価の均
衡化に関する会議の開催についての提言を行っ
ています。その内容についてご説明いたします。
都道府県ごとの固定資産税の評価均衡化に関
する会議の役割としましては、資料１５（P．５６）
のとおり２つの柱がございます。１つが情報・
意見交換、もう一つが標準地に係る価格の調整
等ということです。右の箱でございますが、標
準地に係る価格の調整等の役割でございますが、
これは主に標準宅地に係る価格についての調整
の役割でございます。もう一つの左の箱の柱で
ございますけれども、情報・意見交換というこ
とでございます。この役割ですが、固定資産評
価に関する基本的な事項についての認識を共通
にさせるということと、実務上の課題について
の情報・意見交換を行うという問題です。
提言の中で、この２本の柱とともに評価セン
ターが提供する情報を活用することが可能であ
るということまで言及しております。固定資産
税評価均衡化推進会議から出されました固定資
産税の評価均衡化推進等に関する提言について
の説明は以上でございます。

【深澤】 ありがとうございました。三宅鑑定官、
伊藤さんのご説明のような経緯を経て現在にあ
るわけですけれども、こういった現実を踏まえ
て、パネリストの皆様から適正化・均衡化を進
める上で課題となる論点の抽出をまずしていた
だきたいと思います。まず、最前線で納税者の
方々と直接触れられておられる市の立場から、
大阪市の藤原さんから均衡化・適正化の観点で
いろいろな意見などもあると思いますけれども、
よろしくお願いいたしたいと思います。
【藤原】 改めまして、大阪市の藤原でございま

2. 適正化・均衡化を推進するにあた
っての課題
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す。よろしくお願いいたします。今、
司会の方から均衡化・適正化の観点で
ということでございましたが、十分そ

れにお応えできるかどうかわかりませんが、特
に納税者の声が一番強く出るのが審査申出、不
服申立てという形ですので、そういった観点で
少しご説明させていただきたいと思います。
先ほど三宅鑑定官からもございましたように、
公的評価の均衡化・適正化を目指すという、い
わゆる７割評価が平成６年度から実施されまし
た。全国で２万件を超えると三宅鑑定官からご
紹介いただいたんですが、大阪市では平成６年
度の評価替えにおきましては実は５，０００件を超
える審査申出と、大阪市としてもかつてない審
査申出が出されました。さっき２万件を超える
ということでしたが、４分の１が大阪市なのか
と、改めて驚いているところです。
ただ、そのときの審査申出の理由というのは、
ご案内のとおり平成６年度は既にバブルが崩壊
して地価がみるみる下がっている。そういう中
で７割評価を実施した結果、評価額は大阪で約
４．何倍だったと思いますが、ちょっと数字は
正確に覚えていないんですけれども、平均です
が４倍ぐらい上がりました。したがって、納税
者からすると、地価が下がっているときに、何
でそんなに評価額が上がるのか。もしくは、地
価が下がっているのに、なだらかな負担調整措
置ではあるんですけれども、税額が上がってい
くのか。そういったことに対する不服が実は大
半といいますか、ほとんどということでした。
私どもとしては、今回の当時平成６年度の評
価替えについて、公的評価の均衡化・適正化と
いう趣旨の中で行われていることなんですよと
いうことについてご説明もしてきたわけですが、
正直なかなか、今申し上げた公的評価の一元化、
適正化・均衡化ということについて十分ご理解
を得られたかというと、そうではなかったのか
なと思っているところでございます。
それ以降、この平成６年度の評価替えについ
ては、先ほどもご紹介がありました訴訟等もあ
り、いろいろ紆余曲折はありましたが、７割評
価は一定定着はしてきているのかなと思ってい

ます。その中で最近どういった審査申出がされ
ているかということなんですけれども、直近は
２１年度、昨年度が評価替えの年度ということで、
審査申出件数、土地ですけれども、３００件弱、
２７８件の審査申出が出てございます。
例として、よくないんですけれども、平成２１
年度の評価替えというのが、これは大阪市とし
ては久しぶりに評価上昇しております。リーマ
ンショックの前までミニバブルということで、
地価が上昇した結果、それを反映した価格とい
うことになっています。実際に納税通知書を出
します２１年度の４月というのはリーマンショッ
ク後でしたので、地価公示は既に下がっている。
まさに平成６年度と同じことが起こっていまし
て、申出理由の半分ぐらいが、やっぱり地価が
下落しているのに、何で評価が上がんねんとい
う申出理由になってございます。
それ以外で申し上げますと、個別の土地の状
況、例えば自分の土地は不整形だけれども、も
っと評価が低いのではないかとか、前面道路の
幅員の状況が狭くて便利が悪いといったような、
まさに個々の土地の状況について適正に評価さ
れていないのではないかといったようなご趣旨
の申し出があと半分ぐらいを占めているという
状況でございます。
そういった状況ですので、冒頭、司会の方か
ら均衡化・適正化ということでどういう声がと
いうことでしたが、必ずしも正面からそのこと
を問題にされているということではないのかも
わかりません。しかし、私どもが納税者の方に
ご説明を申し上げる際、当然のことながら固定
資産評価基準に定める評価方法、すなわち用途
地区区分から始まって、標準宅地の選定、標準
宅地の鑑定評価をとります。この鑑定評価をベ
ースに個々の路線価を付設します。個々の路線
価を付設して、あとは土地の形状に応じた画地
計算を適用しますというご説明をしていきます。
したがって、そういう中で全体のバランス調整
をやっているんですよということをご説明申し
上げます。
したがって、根底には評価全体の均衡化・適
正化が図られていることというのが大前提にな
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っていると思っているところでございます。以
上でございます。
【深澤】 ありがとうございました。納税者に対

する説明に当たっては、評価の均衡化
・適正化が実現されているということ
が大前提になるんだというお話だった

ろうと思います。
次に、群馬県の高橋さんから、市町村の悩み
とか意見を含めて、市町村を取りまとめておら
れます県のお立場から論点、あるいは課題につ
いてお願いしたいと思います。
【高橋】 県の立場からとしての課題、論点とい

うことなんですけれども、やはり本日
のパネルディスカッションのテーマの
１つでもございます、県内市町村間の

情報・意見交換ということになろうかと思って
おります。たまたま群馬県におきましては、幸
いにして、本県、県内１２市で構成されておりま
す都市税務協議会というものがございまして、
そちらの資産税部会におきましては、年に１回
ではございますが、各市が事例を持ち合いまし
て意見交換をする場がございます。こちらに我
々県の担当者も参加させていただくわけなんで
すけれども、そちらでは評価にかかわるものか
ら課税にかかわるもの、最近ちょっと話題にな
っているかもしれませんが、課税資料の情報公
開の適否、そういった内容、そのときどきの事
例、トピックス、そういったものを取り上げて
情報・意見交換を行っているということになり
ます。
こういったものは、やはり固定資産の評価の
適正化・均衡化には非常に有効な手段だと思っ
ております。本県といたしましては、こういっ
た取り組みを県内全体、町村部も含めてという
ことですが、そういったところに広げていくと
いうことが課題の１つではないかと思っており
ます。
【深澤】 ありがとうございました。情報交換、
意見交換の場を県域全体に広げていくというの
が１つの課題であるというお話でございました。
次に、標準宅地の鑑定評価に実際携わってお
られます不動産鑑定士の方からお話を伺いたい

と思います。まず最初に、武田さんのほうから
お願いできますか。
【武田】 固定資産税の土地評価は、公的土地評

価の１つであるという位置づけになっ
ております。その公的土地評価につき
ましての定義、当委員会の玉那覇委員

長が定義された言葉を紹介差し上げますと、「公
的土地評価はその持つ社会的重要性から一般の
評価とは異なり、複眼的視点による高度な客観
性が要請されるため、分科会方式という集団検
討を通じてその実現を目指す必要がある」、こ
れは現在では公的土地評価の統一見解にもなっ
ておりまして、我々はそれを目指して活動して
いるのが日常でございます。
その分科会方式の集団検討において、まず課
題となりますのが“目線合わせ”というもので
ございます。本来鑑定といいますものは、個々
の鑑定士が固有の価値観に基づいて出す独自の
見解というものが本質でございます。したがい
まして、「不動産鑑定評価基準」という枠があ
るとは言いましても、土地価格の論理構成につ
きましては十人十色でありますし、場合により
ましては価格自体も十人十色になってしまうと
いうことは、決して不思議な状況ではないとい
うことになります。
しかし、固定資産税の土地評価におきまして、
そのような固有の土地の価値観というものが反
映された場合には、課税の公平性というものが
阻害されるという可能性が出てまいります。そ
のために鑑定士は分科会の活動を通じまして価
値観を共有し、また情報を共有することによっ
て、鑑定士から鑑定評価員という形に変身しま
して課税の公平性を実現するというふうに思っ
ております。
また、評価替えには３年間のスパンがありま
すが、地域自体が３年間の間に変動いたします
し、また分科会の構成メンバーも評価替え毎に
変化いたしますので、目線合わせというのは毎
回の評価替えのときに新たに課題となるもので
ございまして、ある面では古くて新しい課題と
言えるのかと思います。
そして、重要な点は、この目線合わせという
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ものが鑑定士相互の活動にとどまるものではな
いというものでございます。公的土地評価委員
会は標準宅地の評価というものを１つの完結し
た作業ということではなくて、固定資産の課税
の全体の流れの中の１段階というふうに捉えて
おります。そのために当然として必要となって
きますのが、その流れに関与する人たち同士の
目線合わせということになります。その中で最
も重要な部分が市町村と不動産鑑定士の目線合
わせということになるだろうと思います。
特にアウトソーシングというものが一般的に
なっております現時点では、関係する人のすべ
ての目線合わせ、とりわけその中でも市町村の
方々と不動産鑑定士の目線合わせというのが必
要不可欠になっていると認識しております。以
上でございます。
【深澤】 ありがとうございました。鑑定士さん

同士の目線合わせ、また鑑定士さんと
市町村の職員との目線合わせ、こうい
った目線合わせをどのように行ってい

くかというところが課題だというお話だったか
と思います。
次に、樋沢鑑定士さん、いかがでしょうか。

【樋沢】 今日お集まりの税務課の方々からもよ
く聞かれることなんですけれども、例
えば標準宅地の鑑定を鑑定士にさせた
ら、どの鑑定士も同じ価格が出るんじ

ゃないかということをよく聞かれるんですけれ
ども、残念ながらそうではないんです。その辺
に関して士協会という単位でだれかがチェック
をしないと、これはバランスを失してしまうと
いうのが現状です。ですから、私ども愛知県の
士協会のほうでは、県内の各ブロック、あるい
は県の全体会議という場において厳しく毎回価
格のチェックというものをしております。
あと、もう一つ注意しなければならないのは、
標準宅地の標準価格とは何ぞやということの定
義です。これは、各市町において土地の筆にか
ける市町村の行う所要の補正。これはある市町
ではある補正をやっているけれども、ある市町
ではやっていないと。例えば、忌み施設の所要
の補正をやっているところにおいては、鑑定士

が求める標準価格は忌み施設が存しないものと
しての標準価格を出さないと、ダブルの補正が
かかってしまう。
３年ごとに評価替えが行われるわけですが、
その辺の情報が確実に伝わっていない市町がど
うしても毎回出てしまうんです。ですから、そ
ういった意味では、武田先生がおっしゃったよ
うな、鑑定士及び発注者である税務課の方々と
の目線合わせというものが非常に大事であると、
いつも確認をさせていただいている次第です。
以上です。
【深澤】 ありがとうございました。所要の補正
などについても、市町村、鑑定士が共通認識を
持つことが大事だというお話でございました。
最後に、評価センターの提言を踏まえまして、
提言本来の意義と現状の相違に着目していただ
いて、論点事項を伊藤さんのほうから少し挙げ
ていただきたいと思います。
【伊藤】 今年の５月に固定資産税評価均衡化推

進会議から出されました固定資産税の
評価の均衡化推進等に関する提言、こ
れにつきまして、都道府県ごとの固定

資産税の評価の均衡化に関する会議の開催をし
ましょうという提言を行っていることは、先ほ
どご説明したとおりでございます。この都道府
県ごとの固定資産税の評価の均衡化に関する会
議を具体的にこれから説明いたしまして、提言
が持っている本来の意義と現状との相違につい
て着目したいと思います。
資料１６（P．５６）をご覧ください。提言の中で
は、この都道府県ごとの固定資産税の評価の均
衡化に関する会議というものは、都道府県や市
町村の職員をメンバーとして情報・意見交換、
価格調整作業部会を行うスキームとなっていま
す。しかし、一番下の箱がございますとおり、
これはあくまでも都道府県の実情に応じた体制
・内容等が望ましいと言及されております。
また、提言の中では、都道府県ごとの固定資
産税の評価の均衡化に関する会議におきまして、
標準地の価格の調整の役割、つまり資料１７
（P．５７）上の箱の価格調整作業部会が１つの役
割であるということです。さらに、それ以外に
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下の箱なんですけれども、情報・意見交換とい
った役割、これももう一つの柱として担ってい
るわけであります。情報・意見交換につきまし
ては、具体的には「平成２４年度固定資産の評価
替えに関する留意事項」などといった各種事務
連絡についての情報や意見の交換、それから県
内市町村の評価に関する実務上の課題、それか
ら研修会の開催といったものが提言の中で例示
されております。
特に評価に関する実務上の課題としましては、
例えばでございますけれども、土砂災害特別警
戒区域の取り扱いやゴルフ場の価格調整、ある
いは評価といったものについて、情報・意見交
換等があります。このような提言の持っている
本来の意義から考えますと、現状といたしまし
ては、標準宅地に係る価格についての目線合わ
せ、あるいはバランスチェックといったことで
しょうか、価格調整作業部会の柱は今先生方が
おっしゃられたとおり機能しているんですけれ
ども、もう一つの柱である情報・意見交換の柱
が実際のところでは活発に機能しているかどう
か、こういったところに疑問を感じております。
以上でございます。

【深澤】 ありがとうございました。一通り論点、
あるいは課題を挙げていただきました。ざっと
整理いたしますと、納税者の理解を得るのには
均衡化・適正化というのは基本的な条件である
ということ。また、市町村まで含めた情報・意
見交換の場が必要であるということ。また、鑑
定士さん相互の意見交換、また鑑定士さんと市
町村の職員との意見交換といった目線合わせが
必要であるということ。また、目線合わせとい
っても、価格の水準だけではなくて、内容につ
いて価格が出る過程の意見交換、そういったも
のが必要であるのではないかという論点でござ
います。
私のほうから若干補足させていただきますと、
現行の評価基準の書きぶりですけれども、標準

宅地の鑑定価格を活用するに当たっては意見交
換・情報交換をしなさいというふうに書いてご
ざいますが、ただいま皆様のご指摘の内容は、
標準宅地の価格にとどまらずに幅広く意見交換
を行っていく、目線合わせを行っていく必要が
あるのではないかというご指摘、この点は少し
注目をしていくべきところかなと思います。
それでは、こうした課題、論点を踏まえまし
て、固定資産税の土地評価、特に標準地の価格
の適正化・均衡化の取り組みの状況につきまし
て、それぞれのお立場からご紹介をいただけれ
ばと思います。いつもトップバッターで恐縮で
すけれども、大阪市の藤原さんからお願いしま
す。
【藤原】 標準地に係る価格の適正化・均衡化と

いうことです。ご案内のとおり、宅地
につきましては地価公示価格の７割を
目途として、鑑定評価価格を活用して

評価を行うということにされております。ちょ
っと足しておきますと、先ほどから司会者の方
から標準地ということで進めていただいている
んですが、大阪市では、一部を除いて、基本的
には宅地又は宅地から比準する土地しかなく、
しかも宅地はすべて市街地宅地評価法によって
いるということでございますので、宅地の話で
進めさせていただきます。
鑑定評価価格を活用するということになって
います。先ほど武田先生からもございました、
固定資産税における鑑定評価といいますのは、
個別の１個１個の土地を対象とする不動産鑑定
とは違って、先ほど申し上げた地価公示価格な
りの他の公的評価との均衡化を図るということ
が１つと、同一時点、今ですと価格調査基準日
は前年の１日１日ということですけれども、そ
のときに大量に評価を行わないといけないとい
うことになりますので、当然のことながら面的
な均衡を図る仕組みが必要だということ。これ
については、おそらく会場におられる皆さん方
もご理解をいただけるのかなと思います。
そこで大阪市の取り組みについてでございま
すけれども、大阪市は現在用途地区区分、状況
類似地域の区分で約３，０００を超える地域に分け

3. 標準地に係る価格の均衡化・適正
化への対応
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てございます。今２４年度は現在まだ予定なんで
すけれども、３，１００あまりということになりま
す。その標準宅地について、地価公示なり地価
調査のポイントを除いた部分につきまして不動
産鑑定士に鑑定評価をお願いするわけですが、
当然お一方、お二方ではできません。四、五十
名の鑑定士さんにお願いしているという状況で
す。
したがいまして、大阪市内の標準宅地の鑑定
についても当然面的なバランス調整を図ってい
く仕組みが必要だと思っています。冒頭の三宅
鑑定官の説明のところにはなかったんですけれ
ども、平成６年度に固定資産税評価における平
成９年度評価替え以降の鑑定評価の実施体制に
ついて、これは固定資産税評価にかかわってい
る方はご存じかと思いますけれども、その中で
いわゆる分科会方式に類似した方式を採用すべ
きだということが通達という形で示されて、平
成９年度の評価替え以降、いわゆる鑑定評価体
制を全国的に構築してきました。
ただ、この通知については、これもまた皆さ
んご案内のとおり平成９年の時点で廃止をされ
ております。地方分権の中、通知でということ
については問題がある等々の理由で廃止された
と聞いておりますが、大阪市におきましては、
先ほど申し上げたような状況もございますので、
平成１２基準年度以降も、当時の鑑定評価体制と
同じような仕組みをとることといたしておりま
して、標準宅地の鑑定評価に係る均衡・調整の
業務につきまして、大阪府の不動産鑑定士協会
に業務委託しているという状況でございます。
業務委託をしながら、具体的な体制について
でございますけれども、大阪市は政令指定都市
でございますので、２４の行政区からなっており
ます。少し手前の宣伝にもなるんですけれども、
昔は２４の区役所で固定資産税の業務はやってお
りました。したがいまして、区役所単位での調
整がまずベースになるという形でやっていたん
ですけれども、平成１９年度に税務機構を大きく
改めまして、市税事務所ということで、７つの
市税事務所に組織を集約化しております。した
がいまして、２１年度、今回これから作業に入り

ます２４年度につきましては、市税事務所単位で
の調整作業を行うための組織が必要であるとし
ております。そして、大阪市全体の調整を行う
としています。
具体的には、先ほど申し上げた鑑定士協会へ
の業務委託の中で、私どもが選任をしました不
動産鑑定士──これを固定資産鑑定評価員と呼
んでいるわけですけれども、まず、区ごとの鑑
定評価員を構成員といたしました区別の鑑定評
価員会議をつくってくださいということが、ま
ず１つ。それから、先ほど申し上げた市税事務
所、全部で７つと申し上げましたが、正確に申
し上げますと、固定資産税の業務をしているの
は実は６つの市税事務所です。その６つの市税
事務所単位に市税事務所の幹事なり、各区の幹
事を選出いただいて、そのメンバーで構成する
市税事務所単位の鑑定評価員会議をつくってく
ださい。最後に、各市税事務所の代表者を集め
た大阪市鑑定評価員会議をつくってくださいと
いうことで、この３層の鑑定評価員会議を設置
して、標準宅地の鑑定評価の均衡・調整を行う
ということをしているところでございます。
ちなみに大阪府下におきましては、各市町村
内だけではなくて、隣接する都市間の調整なり、
大阪府下全体の調整を行うことが必要であると
いうことで、大阪府下市町村、みなそろって、
今申し上げたような鑑定評価体制をとって全体
の均衡化・適正化を図っているというのが今の
大阪の状況でございます。
少し先の話も含めるかもしれません。先ほど
から武田先生、樋沢先生からご指摘のある目線
合わせ、この鑑定評価におきましても、目線合
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わせをするということは必要だと思っておりま
す。鑑定評価員としてご就任いただく不動産鑑
定士の方に、固定資産税評価とはこういうもの
ですということを十分ご理解いただきたいと考
えております。
そこで３つの方法を今とっております。１つ
目は、先ほども申し上げました鑑定士協会への
委託契約の中で、協会として固定資産税評価に
対して理解が深まるよう、鑑定評価員に対し固
定資産評価基準における土地評価の考え方、固
定資産評価において鑑定評価を活用する際の留
意事項等に関する研修会を開催するということ
をお願いしております。これに従いまして、委
託を受けていただいている鑑定士協会のほうで
は鑑定士さんに対する研修をやっていただくと
いうのが、１つでございます。
２つ目は、私ども大阪市としましても、実際
に鑑定評価員となります不動産鑑定士さんを集
めて説明会を開催しているわけですけれども、
その中で固定資産税における鑑定評価上の留意
事項という時間を設けまして、私が先ほど申し
上げましたように、大阪市は市街地宅地評価法
ということしかありませんので、市街地宅地評
価法という評価の仕組みとか、用途地区の判定
の基準とか、さらには、これは先ほど樋沢先生
からありました、大阪市におけます所要の補正
というのがありますけれども、それを含めた画
地計算法の考え方などについてご説明をさせて
いただいています。
特に標準宅地の価格のときに使います鑑定評
価書に記載されます標準的画地に関しましては、
これは固定資産税における画地計算法に対する
理解を十分していただきたい。そうでないと、
先ほどありましたように二重に補正を見るとい
った形になりますので、そういった点について
は十分配慮、ご理解をお願いしているところで
ございます。
３つ目には、鑑定評価員会議、基本的には鑑
定士さん相互での意見交換という場にしており
ますけれども、これは必要に応じまして本市職
員の出席を求めることができますとさせていた
だいています。そこで、本市職員も入って、不

動産鑑定士さんと本市職員が十分意思疎通を図
れるようにしないといけないと思っています。
こういった３つの仕組みを持って、実際の鑑
定評価に携わっていただく不動産鑑定士の方と
目線合わせ、意思疎通を図っていくというとこ
ろでございます。以上です。
【深澤】 どうもありがとうございました。大阪

市の対応でございました。市町村を今
度は束ねておられます県のほうの対応
ということを伺ってみたいと思います。

高橋さん、お願いします。
【高橋】 県の対応ということなんですけれども、

群馬県としては、県内の市町村の均衡
化を図るという取り組みを行っており
ます。具体的には、平成１２年１月２８日

付、当時の自治省通知ということになろうかと
思いますけれども、都道府県単位の協議機関と
か、あるいは価格調整の司令塔であります土地
評価協議会というものの設置が廃止、義務がな
くなったというところではございますが、本県
ではやはり標準宅地に係る価格の適正化・均衡
化を引き継ぎ行っていく必要があろうというこ
とで、評価替えごとに県、市町村、及び県の不
動産鑑定士協会の三者で協議を行いまして、鑑
定評価体制を構築しているという状況になって
おります。
具体的には、価格調整という面では、県の土地
評価協議会、それと県の不動産鑑定士協会が主
催いたします鑑定員の鑑定評価員会議を中心と
した調整内容となっております。資料２１（P．５９）
以降に鑑定評価体制というものがあろうかと思
います。時間の関係もございますので、資料を
見ていただければ、本県の鑑定体制というもの
がご理解いただけるのかなと思っております。
実は、この鑑定評価体制の要領には、業務委
託契約に係る仕様書、そういったひな形も示さ
れているわけなんですけれども、こういったも
のを１つ、県のひな形として、スタンダードと
して作成することによって、市町村におかれま
しては契約事務が軽減されたりとか、あるいは
スケジュール等も示されておりますので、鑑定
評価業務の円滑な遂行といった副次的なメリッ
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トも多々あるのではないかなというところで、
こういった体制、要領をつくらせていただいて
おります。
また、先ほど武田先生と樋沢先生がおっしゃ
っていた市町村と固定資産鑑定評価員との目線
合わせというところに関連するんですけれども、
これまでの本県の評価替えにおきましては、市
町村さんが県の不動産鑑定士協会と業務契約、
委託契約を締結した場合には、隣接市町村間の
標準地に係る価格を含めて、鑑定士さんサイド
でバランス調整がなされていたというところが
ございます。逆に言いますと、市町村にとって
みれば、極端な話、固定資産の鑑定評価員のほ
うにお任せしてしまえば、特段価格調整をする
必要はなかったというところもございました。
ただ、２４年度の評価替えに当たりましては、
やはり一義的には納税者に対する説明責任とい
うところでは、どうしても市町村さんになって
しまいますので、特に隣接市町村間の標準地に
係る価格調整につきましては市町村の方にも積
極的にかかわっていただきたいということで、
固定資産の鑑定評価員間の価格調整検討会議に
同席していただくようお願いをさせていただい
た経緯がございます。
【深澤】 どうもありがとうございました。市の

ほう、県のほうから状況をご説明いた
だきました。
次に、鑑定士さんのほうの目線で現

状のお話を伺ってみたいと思います。まず、武
田さんのほうから広島県の状況をお願いします。
【武田】 広島県不動産鑑定士協会では、平成９

年度の評価替えの折に目線合わせのハ
ード面の整備をいたしました。分科会
組織を整備したわけですが、４段階に

なるピラミッド型の組織で順に調整をしていく
というスタイルです。その一番ベース、底辺と
いいますか、土台をつくる部分が「班」という
名前の分科会で、これは市町村単位、行政単位
での価格検討調整の場でございます。ここが一
番会議の頻度が高いものでございますし、何回
か市町村さんとも共同の会議も催すというスタ
イルでございます。そこで大概の価格のバラン

スがとれるわけですけれども、しかしながら土
地の価格というものは行政単位で形成されるも
のではないわけです。基本的に土地の価格とい
うのは都市圏の単位で形成されますので、都市
圏の単位での検討の場として、その班の上に小
分科会というものを設置しております。その小
分科会の検討を終えますと、一応都市圏という
形での価格が設定されるということになります。
その上にもう少し広域的なといいますか、基
準宅地相互の比較だとか、大工場地の比較だと
かいった、より広域的な比較をいたしますブロ
ック分科会、最後に全県下の検討をいたします
幹事会というものを設定しております。上段の
２つは、当時行われておりました土地評議会と
イコールにしておりまして、下段の２つの分科
会は土地評価協議会を水面下で底支えをすると
いう形でつくったものでございます。
この度、平成の大合併というものが行われた
わけでございますが、これは私の意見でござい
ますが、１つは都市圏という単位、即ち経済圏
という単位と、行政単位というものをイコール
にするという試みでもあったかと、理解してお
ります。そのために、市町村単位が都市圏とな
り、市町＝小分科会という形で今回は運営して
いますが、ただ、合併後の市町村単位を１つの
分科会としますと、評価員が２０人になったり、
３０人になったりまして、明らかに適正な規模の
検討会を越えているということになります。２０
人、３０人でやっていますと、一言もしゃべれな
いような評価員も出てきますし、そういう面で
必要に応じて細分化いたしまして、従来の班と
いうものもを生かして、適切な規模の分科会と
して班を市町単位の小分科会の中につくってお
ります。
また、広域的に大合併をしたところにつきま
しては、全く地域性が違うところも市町に含ま
れます。広島市の隣接に廿日市という市があり
ますが、南端は旧町名を宮島町と申しまして、
世界遺産がある町ですけれども、ここは島でご
ざいます。一番北側は合併前は吉和村といって
おりましたが、これは中国山地の村でございま
して、昼間に熊が県道沿いを散歩することもあ
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る地区でございます。その２つが一緒になった
ら全く議論がかみ合わないというか、お互いの
共通の論点がないわけです。そういったものは
地域性の違いによって、従来と同じように班を
小分科会の下に設けるという形で、今回の大合
併に対応した組織づくりに変更しております。
次に、目線合わせのソフト面といたしまして
は、士協会の委員会活動という形で行いました。
一番大きな事柄は土地価格形成要因における目
線合わせでございます。土地価格形成要因の分
析を、判定基準と格差基準という２つに分けて
我々は考えております。判定基準というのは測
定基準とも呼んでいますが、例えば道路幅員を
例に申し上げますと、住宅団地のような人工的
なものならば別ですが、自然発生的な地域とい
うのは道路幅員がいろいろな形になっていまし
て、ヘビ玉道路と我々は称していましたが、途
中でぷくっと膨れているような道路だとか、放
射道路と言っておりました幅員が一定的に広が
っているような道路、といったいろいろなパタ
ーンか出ているわけです。そういった道路の路
線の中でどこの部分を測るのが固定資産として
適正な道路幅員の認定の仕方だろうか。また、
道路幅員自体にとっても、どこからどこまでを
測ることが道路として表示すべき幅員であろう
かと。そういった問題点をみんなで検討し合い
まして、委員会としての結論を評価員全体で協
議し共有するという形をとりました。
ほかには、例えば評価書の書き方。開示をし
た場合に、市町村さんを守れるといいますか、
あまり揚げ足が取られないような評価書という
のはどういうふうに書いたらいいんだろうか、
そういったことも検討いたしまして、同じよう
なスタンスで評価書を書くというスタイルをと
りました。
もう一つ、資料委員会という委員会では、ビ
ジュアルな形で我々が検討できるように地図シ
ステムというものを整備いたしました。これは
現在も使っております。
評価ソフトにつきましても、我々がデータを
流通できる一番便利なソフトはどれかというこ
とで各社のソフトを検討し、選定をいたしまし

て、全県下で統一のソフトを使うというスタイ
ルをとっております。
市町村と鑑定士の目線合わせという点におき
ましては、これは全県下でできるわけではござ
いませんが、できる範囲の市町村では、これは
市町村説明会のときに我々のほうからお願いし
たことでもありますが、市町村の方に現地を案
内してくださいと。全標準地を市町村の方と鑑
定士で共通で見る、ないしは特定の標準地だけ
でも見ることによって、標準宅地の前で幅員を
計ったりといった点検を行うと同時に、地域に
ついて市町村の方と我々で意見交換をしながら、
この地域というのはどういう感じなんだという
目線合わせをしました。非常に意味があったと
思います。その後の市町村さんとの合同会議に
おきましては、ある面で共通の目線で地域につ
いて語り合えた、地域の序列についても語り合
えたと思っております。
実は地域についてより精通しておられる方は
そこで日常生活をしておられる市町村の方なわ
けです。共同の現地調査はそういった方から地
域の情報を受け取る場ともなりますし、我々の
方としましては、その地域について鑑定という
視点であればどういうふうな割り切りをするん
だという説明の場にして、評価についても共通
の目線をつくっていくという形もできるのでは
ないかとも思っております。以上でございます。
【深澤】 ありがとうございました。ヘビ玉道路
の幅員をどこで測るかというような話、大変興
味深く聞かせていただきました。
樋沢先生のほうから愛知県の状況をお願いで
きますでしょうか。
【樋沢】 愛知県の不動産鑑定士協会でも士協会

を軸に分科会組織を構築しております。
具体的には県内を１４ブロックに分けて
おります。資料８（P．５２）に、こちら

固定資産税評価均衡化作業標準的スケジュール
というのが載ってるんですけれども、ほぼこれ
に踏襲する形で、来年３月までに、各ブロック
においてはブロック会議を計３回、それとは別
に各ブロックの代表市、及びブロック幹事とい
う鑑定士さんを招いて、同様に３回、県の全体
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バランス検討会議というものを愛知県市町村課
のご協力をいただいて開催をするということに
なっております。
特に私どもが重視しているのは、ブロックを
またぐ隣接宅地の価格バランスです。ブロック
内の市町村間の隣接宅地は、これはブロック内
の幹事さんにお任せすると。ブロックをまたぐ
隣接宅地は、これは県の全体バランス検討会議
という場でやらないと調整が図れないものです
から、これを非常に重視して行っております。
具体的には、隣接宅地の幅員、駅距離、用途地
域といったものが見比べできるような対照表、
及び地図にポイントを落として、皆さんで価格
検討をするという形にしております。
愛知県は、歴史的に名古屋市と名古屋市外と
の隣接宅地の価格調整を非常に県内の市町村か
ら強く求められていたということがありまして、
この隣接宅地の調整があるからこそ、私ども鑑
定士協会の存在意義があるのかなと、個人的に
は思っております。
なお、今回はたまたま、ご承知のとおり、固
定資産税標準宅地の鑑定書の様式が改正されま
したので、それと連動して、８月には、資料８
の標準的スケジュールで言うところの真ん中あ
たりに、第２回均衡化会議というのがあるんで
すが、こういったものというふうに私どもは位
置づけて、鑑定書様式の変更に伴う改正点、そ
れから鑑定評価書の記載要領及び発注者である
税務課の方々にとっての確認事項、先ほどから
申し上げている所要の補正、あともう一つ、県
内において最近非常に問題になっておりますの
は、大規模商業施設、大規模工場用地、この価
格バランスのことについての注意点といったも
のを開催したという経緯があります。以上です。

【深澤】 どうもありがとうございました。ここ
までで、それぞれの対応の状況につき
まして教えていただきました。
しかし、今日の発表いただいている

地域というのは、比較的均衡化・適正化への取

り組みがうまくいっている地域だろうと思いま
す。こうした先進事例のような事例を参考にし
ながら、しかし、各地域、地域でまた別の取り
組みもあり得るのではないかと考えております。
ここで当評価センターが出しました提言が積
極的に主張しております情報交換・意見交換に
ついて、もうちょっとお話を伺いたいと思いま
す。特に、当評価センターでさまざまな課題を
土地研究委員会で研究しておりますけれども、
その辺の活用とかも含めて土地研メンバーの伊
藤さんから、少しお願いします。
【伊藤】 資産評価システム研究センターに設置

しております土地に関する調査研究委
員会では、昭和５３年度から固定資産税
の土地に関する調査研究を行ってきて

おります。
直近の過去７年間のテーマを資料１８（P．５７）
に掲載しておりますので、ご覧ください。テー
マは多岐にわたっております。平成１５年度につ
きましては、セットバック等大規模画地の評価
について取り上げていると。平成１５年２月に土
壌汚染対策法が施行されましたので、平成１６年
度と１７年度は土壌汚染について取り上げている
と。それから、１８年度にテーマとして取り上げ
ております鉄軌道用地の評価につきましては、
これは駅ナカビジネスと呼ばれるような駅の構
内における商業施設の展開、こういったものが
鉄軌道用地の利用状況が多様化しているという
ような現状を踏まえまして、固定資産評価をそ
の実態に合わせるためにはどうしたらいいかと
いう調査研究が行われました。
この調査研究の結果から、平成１９年度に固定
資産評価基準が改正されたという経緯を持って
います。今日は、この直近７年のテーマのうち
から、平成１８年度と１９年度に取り上げましたゴ
ルフ場用地の評価、それから２１年度と、実は今
年度も取り上げております山林の評価について
簡単に内容を説明というか、紹介をさせていた
だこうと思います。
ゴルフ場用地の評価（資料１９、P．５８）でご
ざいますけれども、問題意識というのがありま
して、その次に土地研の成果、それから基準改

4. 意見・情報交換の必要性
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正に至ったというフローチャートですけれども、
問題意識といたしまして、問題点は２つありま
した。１つが、地目の認定に当たっての一体性
の判断。これが、それぞれのゴルフ場によって
状況が違うんじゃないかというような意見でご
ざいます。２つ目といたしまして、固定資産評
価基準において具体的、かつ統一的な取り扱い
が示されていないと。こういったところから、
問題意識といたしまして、土地研、土地に関す
る調査研究委員会で平成１８年度と１９年度に、２
年間にわたってテーマとして取り上げて調査研
究を行ったという次第でございます。
その成果としましては、真ん中の四角、箱に
なりますけれども、大きなところでは２つの成
果を上げております。１点目といたしましては、
ゴルフ場用地の範囲、この認定につきましては
画一的に基準を定めるものではなく、市町村に
おいてゴルフ場ごとにプレーの用に供する部分
と一体性を判断するのが適当であるという結論
に、１つ至ったと。もう一つは、ゴルフ場用地
として一体評価することが適当ではないと認め
られた土地につきましては、現況に則した形で
区分して評価できる旨を、固定資産評価基準に
明示することも検討する必要があるという結論
に至りました。この土地研の結果を踏まえまし
て、平成２１年度に固定資産評価基準の土地とい
う文言が「一団の土地」と、括弧書きもありま
すけれども、表現が変わったということでござ
います。
もう一つ紹介させていただくのが、昨年度と
今年度にわたってやっております山林の評価
（資料２０、P．５８）でございます。これにつきま
しては、やはり問題意識としまして２つの問題
がありました。１つは、山林の取引の件数、売
買実例の件数が少ないのではないかということ
が１つの大きな問題です。もう一つは、山林の
価格につきまして公的な指標がないという問題
です。特に一般山林につきまして公的な指標が
ないという問題でございます。この２つの問題
点から、鑑定評価手法を活用した新たな手法の
開発はできないだろうかという問題意識を受け
まして、土地研のほうで昨年から今年にかけて

検討を加えていると。
昨年度の成果になりますけれども、２つ成果
が上げられております。１つは、山林の取引市
場の実態調査を行ってみたところ、一般山林の
売買実例は必ず存在すると、存在を確認いたし
ました。現在行われている山林の評価手法は適
正であるというふうに検証いたしました。
その次のぽつですけれども、しかしながら、
市場における売買実例は非常に数が少ないと。
ですので、自治体の職員による分析というのは
なかなか難しいんじゃないかということで、不
動産鑑定士などの専門家の意見を反映させた新
たな評価手法──鑑定評価に準ずる方法と名づ
けたんですけれども、これを提案させていただ
いたということでございます。この山林の評価
につきましては、今年度は状況類似の区分、あ
るいは比準表の適用はどんなんだろうかという
ことで、今まさに検討を加えているところでご
ざいます。引き続き、今年度のテーマとして調
査研究を続けているところでございます。
土地に関する調査研究委員会におきましては、
これまで調査研究をいたしました結果というも
のは、固定資産税評価の実務の資料といたしま
して、とても有用な存在であると思います。し
たがいまして、提言の中に書いてあります都道
府県の固定資産税の評価の均衡化に関する会議
におきましても、土地研の調査研究の結果を情
報・意見交換の場において資料として十分に活
用するべきではないかと考えるわけでございま
す。以上でございます。
【深澤】 ありがとうございました。若干評価セ
ンターの宣伝めいたところでもございましたけ
れども、ご容赦いただきたいと思います。
今までのお話とも若干、一部ダブるかもしれ
ませんけれども、例えば、状類を切る場合とか、
あるいは標準地を設定する場合だとか、路線価
を付設する場合、そういった場合に市町村間、
市町村と鑑定士とか、あるいは路線価システム
の担当者、この辺の人たちの考え方を統一する
必要もあるのではないかとも思われます。その
他にもいろいろあると思いますけれども、その
あたりは鑑定評価をされているというところで、

― ―39 「資産評価情報」２０１１．１（１８０号別冊）



武田さん、いかがでしょうか。
【武田】 状類の範囲設定とか、標準宅地の選定

というのは鑑定評価の前の段階に行わ
れておりまして、鑑定評価の段階とい
うものは、ここを評価しろと言われた

ポイントを我々はただ単純に評価するだけ、忠
実に評価するだけという形になってしまいます。
もちろん標準宅地の価格形成要因がどうなって
いるかというのは点検をいたしますが、状類区
分がどうだとか、標準宅地の位置が適正である
かどうかというのは、我々の業務範疇とは基本
的に考えていないということになります。
このために起こってしまう問題で、私のほう
で危惧しておりますのは、例えば状類の設定が
非常に不適切だったり、標準宅地の場所という
のが適正なものでなかったりしますと、いくら
評価が適正に行われたとしても、課税段階では
適切な課税にならないということが起こり得る
わけです。特にその他評価法をとっておられる
地区というのはその辺を留意されませんと、部
分部分の段階ではいいけれども、結果としては
非常に間違った答えが出てしまったということ
になる可能性があります。その他評価法をとっ
ておられるところにつきましては、ここに関す
る目線合わせというのは特に重要な問題となる
ということで考えております。
それから、路線価の付設につきましては、鑑
定評価ということとはかなり違った段階で実施
されます。どちらも受注者がそれぞれ行う業務
でもありますし、作業年度も違う年度になって
しまうと思いますので、現状では全くこれを調
整する場がありません。ただ、現実には、鑑定
評価を行った者が路線価付設にもかかわってい
る場合が一般的でございますので、結果として
はいろいろな不都合というのが出ていないとい
うことが現実だとは思います。制度としまして
は、課税の全体の流れという中で、どこかでこ
ういったものを調整する場というのが必要にな
ってくるんだろうなと。これは今後の課題であ
るというふうに認識しております。
次に、研修会について申し上げます。日本不
動産鑑定協会としましては、全国持ち回りでシ

ンポジウムということをやっておりますが、か
つて広島で開催した折には、固定資産税の評価
を取り上げました。その折には、このたび総務
大臣に就任されました、当時の片山鳥取県知事
に基調講演をお願いいたしまして、その後にこ
ういった形でのパネルディスカッションをやっ
ております。
都道府県単位での研修会については、とりあ
えずは集計してはおりませんが、各都道府県で
不定期なものを含めれば独自にやっていると聞
いております。内容としましては、実務的な鑑
定評価の見方とか、特定の評価事例の紹介だと
か、そういったもの。あとは、学者の先生をお
招きしまして、判例の研究といったかなり学術
的なものもあります。先般、広島でやりました
神戸大学の佐藤先生をお招きしてやった研修会
は、聴いた人たちが大学生に戻ったような感じ
だという、大学の授業のようなアカデミックな
形になって、しかも非常に論理的でわかりやす
いものだったんですが、そういった学術的なも
のを含めて、かなり幅広いものを各都道府県で
やっているように聞いております。
それから、実務的なテーマということでちょ
っとびっくりしたんですが、先ほど大阪市の藤
原課長がご紹介されました、市町村サイドでも
いろいろな説明会、研修会のようなものをやっ
ているというふうにおっしゃいましたけれども、
実は広島では類似したものはやっていますが、
そのものずばりのものはやっておりません。鑑
定士サイドが研修会を開き、今度は市町村サイ
ドも研修会を開いていただく、こういう双方向
的な研修会をやっていただければ、それ自体が
市町村と鑑定士との目線合わせになると思いま
すので、実にすばらしいことだと思っておりま
して、今後広島での課題になるのかなと思った
りしております。
情報・意見交換につきましては、全国レベル
では「評価センター」で、今回のような研究大
会だとか、日常的にも委員会で検討しておられ
ますが、多分これは都道府県単位ではなかなか
実現が難しい課題だろうと思います。私自身も
かつては土地評価研究会という名称で行ったこ
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とがあるんですが、１回で中止になりまして、
以後無期延期ということで現在に至っておりま
す。
ただ、こういった情報・意見交換を都道府県
単位でやるということは、今日ご出席の皆様も
必要性につきましてはおそらく同じ見解だと思
います。今後は、我々としましても固定資産評
価均衡化会議を設立いたしまして、各県にもい
ろいろな有力な学者さんもおられますので、そ
ういう学術経験者とか、あとは国、県、市町村、
鑑定士、その他の資格者も含めまして情報・意
見交換ができれば、共通にいろいろな検討をす
る場が得られ、それを我々のほうに還元できた
としますと、現場を預かっています鑑定士と市
町村の方にとっては、非常にいいスキルアップ
になるかとも思いますので、ぜひとも今後の課
題として実現していきたいものだと思っており
ます。
【深澤】 ありがとうございました。それでは、
市のほうの立場から藤原さん、いかがでしょう
か。
【藤原】 標準宅地の鑑定評価以外の部分の評価

の作業についてでございますけれども、
本来、やっぱり本市職員ですべてをや
り切るというのが望ましいとは思って

いる部分もありますが、やはり専門的な知識を
有する方の力も借りて行うということが適正な
評価につながるのではないかと考えております。
市街地宅地評価法、用途地区区分から始まりま
して、その他の街路の路線価の付設までの一連
の作業を、今現在大阪市では、路線価作成等業
務という業務と、土地価格比準表作成業務とい
う２つの業務に分けさせていただいて、業務委
託をしているところでございます。
路線価作成等業務ということですけれども、
これは大阪市内のすべての街路について、街路
条件、交通接近条件、環境条件、行政条件に当
たる各種のデータを更新して、後で申し上げま
す土地価格比準表作成業務でつくられます、土
地価格比準表に基づいて路線価を作成するとい
うのが目的です。
ですから、主にデータの処理と路線価図、最

終的には路線価図の図面の作成ということをお
願いしているのが１つ目の仕事です。まさにこ
のデータ分析とか、交通接近条件なんかでいう
と距離の計測とか、まさにこれはもう職員が１
個１個やる時代ではないというか、もともと多
分そういうことはできないと思いますので、そ
ういった方々の力を借りています。
他方、土地価格比準表作成業務、もう一つの
業務ですけれども、これにつきましては用途地
区区分、それから価格形成要因、及び土地価格
比準表、並びに路線価評定に係る作業の検討を
行うということにしていまして、路線価付設過
程の客観性とか、論理的説明を可能にするとい
うことで行っています。ここについては、不動
産鑑定士の方が従事をしてくださいということ
で、業務委託書の中にうたっているところでご
ざいます。
ただ、今２つに分けていると申し上げました
が、いずれの作業も受託業者の方だけで行うわ
けではありません。あくまでも本市職員が行う、
用途地区区分から始まって、その他街路の路線
価の付設までの一連作業について、専門的な見
地からの検討なりご意見を頂戴するということ
で、土地評価、宅地の評価の均衡化・適正化を
図ろうというものでございます。
したがって、当然その作業のプロセスにおき
ましては、私どもの職員と受託業者の間で数回
にわたる検討会を開きながら、意見交換を行い
ながらやっていくということで、ここについて
も、当然私どもの固定資産税評価とはこういう
ものですよということについて、十分情報交換、
意見交換をさせていただいているということで
ございます。以上です。
【深澤】 ありがとうございました。県のほうか
らもお願いできますでしょうか。
【高橋】 本県における価格調整以外の調整とい

うことなんですけれども、いわゆる先
ほど来からの提言書の中で固定資産税
の評価均衡化会議を設置したほうがい

いんじゃないかというふうなお話がありますが、
現在そういった体裁はとっておりません。資料
２５（P．６２）をちょっとご覧いただけますでしょ
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うか。
本県では、このような取り組みを行っている
ということになります。２つの柱がございます。
（１）が今回のお話なんですけれども、情報・意
見交換についてということでございます。大き
く３つございまして、まず①が、今年の５月で
しょうか、総務省さんのほうから評価替えに関
する留意事項通知が発布されましたので、それ
に関する説明会を開催させていただきました。
並びに、今後各事務連絡等が総務省さんのほう
から来ると思いますので、そういった情報提供
を随時行うことになっております。
それと②です。研修会の開催ということで行
っております。まず１つ目のぽつなんですが、
県の土地評価協議会の合同分科会ということで
研修会を開催させていただきました。内容とい
たしましては、市町村職員を対象といたしまし
て、外部講師、鑑定士さんをお招きいたしまし
て、県内における地価の動向について、それと、
様式が変わったということもございますが、鑑
定評価書の見方、それについてのご講義をいた
だきました。こちらは、先ほどの①の説明会と
同時開催ということで、２２年の７月に開催した
ということになります。それと、毎年行ってい
るんですけれども、法定されている研修という
ことで、固定資産の評価員研修会を開催してお
ります。３つ目のぽつというところで、固定資
産の評価審査委員会研修ということで、こちら
も毎年。こちらは、審査委員会の事務局の職員
さんと委員さんをメーンとした研修となってお
ります。
それと、③ということで、評価に関する実務
上の課題についての対応ということで、２つほ
ど挙げさせていただいております。まず１つ目
のぽつなんですけれども、今年度より、８月に
開催させていただいたんですけれども、２４年度
の評価替えに係る宅地評価の均衡確保に関する
ブロック別担当者情報・意見交換会を開催させ
ていただきました。こちらは県内３ブロックに
分けまして、担当者と情報・意見交換を行った
ということになります。
内容につきましては、隣接市町村間の価格調

整をしっかりやりましょうということと、それ
に関する課題、それと、先ほど伊藤さんのほう
からお話がありましたとおり、提言書の中で土
砂災害の警戒区域内の評価について研究がなさ
れておりましたので、やはり県内、群馬県は、
山が多く、警戒区域も指定されていますので、
そういった評価につきまして、２４年度、対応で
きればいいなという話し合いをさせていただき
ました。
それと、冒頭お話しさせていただいたところ
なんですけれども、県内１２市の都市税務協議会
資産税部会の研修に対しまして、職員の講師派
遣ということをやらせていただいております。
それと、情報・意見交換というところではない
んですけれども、（２）の価格の調整について若
干説明させていただきたいと思います。①は先
ほど来からのお話で、標準地に係る鑑定評価価
格の調整ということで、体制を構築して調整を
させていただいておりますということになります。
それと②なんですけれども、ゴルフ場用地（雑
種地）に係る不動産鑑定評価の導入（推進）と
いうところをさせていただいております。具体
的には県内のゴルフ場は、山林素地価格、山林
比準方式の評価方法が多いということがありま
して、山林素地価格につきましては、やはり何
かしらの根拠を持ったほうがいいだろうという
ことで、平成１８年以来、標準宅地と同じスキー
ムなんですけれども、鑑定評価を導入いたしま
して均衡化・適正化を図っているというところ
でございます。

【深澤】 どうもありがとうございました。この
辺で少し別の論点のほうに行ってみた
いかなと思います。
この春に評価センターがまとめまし

た提言、先ほどから何度も出ておりますけれど
も、その中に都道府県固定資産評価均衡化会議
の開催というのが提言されているわけです。そ
の中で価格調整作業部会を運用していくのはな
かなか大変でしょうということで、これを一元

5. 均衡化・適正化の体制
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的に管理する組織が要りますねということが述
べられております。このあたりは、なかなか微
妙な問題も絡んでくるとは思いますけれども、
パネリストの皆さんの差し支えない範囲で、ち
ょっとお話をこの辺について伺ってみたいと思
います。またまた藤原さんからで恐縮ですが、
お願いします。
【藤原】 微妙な問題ということですので、少し

ずらしてお答えをしたいなと思ってお
ります。とは言いながら、実は横で群
馬県の高橋さんのほうから群馬県の取

り組みをお聞きした後ですので、私の言ってい
ることがちょっと恥ずかしいんですけれども。
冒頭、三宅鑑定官からのご紹介もありましたよ
うに、現在その調整の問題については、固定資
産評価基準におきまして、全国及び都道府県単
位の情報交換及び調整を十分に行うものとする
というのが、評価基準に書かれています。しか
しながら、具体的にどうするんだということに
ついては規定がない。
群馬県さんは、土地評価協議会が機能されて
いるようですが、大阪府下におきましては、今
現在休止中ということで、実は土地評価協議会
そのものは開催をされていないというような状
況になります。提言では、一元的に管理する組
織が必要だということでのまとめになっている
わけですけれども、私が思うことは２つありま
す。
１つは、やはり実際に評価を行っている──
私どもも含めてですけれども、市町村サイドが
そういった組織の必要性をどの程度感じている
のかどうかということです。これは正直、私も
１，８００の市町村、皆さんどういうふうに思って
おられるのか全然わかりませんのですけれども、
大阪市というか、大阪府下の場合、先ほど鑑定
評価体制は継続していますと申し上げました。
これは、平成９年に通知が廃止された以降も、
やはりそういった鑑定評価体制をつくることが
必要なんだということを、市町村サイドから声
を上げまして、それを大阪府さんに受けとめて
いただいて、大阪府で取りまとめをいただいて
いるということです。別にこれは鑑定評価の問

題だけではなくて、それ以外の部分について情
報交換とか意見交換の場が必要なんだというこ
とを、やはり我々市町村のほうが声をまず出す
ということが大事なのかなと思っています。こ
れが１つ。
もう一つは、今回の提言は都道府県固定資産
税評価均衡化会議ということで、都道府県の役
割をかなり重視していただいています。正直ど
こまで都道府県の方の関与が期待できるのか、
高橋さんのほうを見ないでしゃべりたいと思う
んですけれども、現行の地方税法でも、法４０１
条では固定資産評価に係る都道府県知事の任務
という規定がございます。そこでは評価基準に
ついて助言することが明文化されていますし、
４０１条の２では道府県固定資産評価審議会とい
うことで、ここは固定資産の評価に関する事項
で、知事が意見を求めたものについて調査を審
議しますということで、一定、都道府県に役割
を設け、それを果たすべく規定が置かれていま
す。現実、これがどの程度機能しているのかと
いうこともあろうかなと思っています。
そんな中で、新たな管理組織を模索するより
も、先ほど申し上げた市町村の思いを受けとめ
ていただいて、既存の組織の活用をしてやると
いったことも十分検討の余地があるのではない
かなと思っています。そういったことの整理の
上で、一元化にする組織が必要なのかどうかと
いうことを考えていかないといけないのではな
いかなと思っています。以上です。
【深澤】 ありがとうございました。それでは、
高橋さん、藤原さんの方を見ておいでですが、
ちょっとお願いをしたいと思いますが。
【高橋】 耳の痛いお話が若干あったかなという

ところもありますけれども。やはり価
格調整の作業部会の管理組織というも
のにつきましては、何かしらの形で手

当てしていかなければならないというふうに考
えております。それが市町村単位でできるかと
いうことになれば、それは当然無理な話で、ど
こかがやらなければならないというところだと
思っております。
本県の場合で言いますと、繰り返しになって
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しまうんですけれども、評価替えごとに県、市
町村、及び県の士協会ということになりますが、
三者で協議をした上で県のスタンダード、ひな
形としての鑑定評価体制を構築しているところ
でございます。その運営管理組織とすれば、県
の土地評価協議会、それと県の士協会が主催い
たします鑑定評価員会議というものになろうか
と思います。
つまり、本県の鑑定評価体制がとれていると
いうところは、先ほど大阪市の藤原さんがおっ
しゃられておりましたが、実際に評価を行う市
町村側がその必要性をどの程度感じているのか
というところに関係しているものと思います。
本県の市町村におきましては、やはり公的土地
評価というものにつきましては面的なバランス
を確保する必要があるということを十分に理解
していただいている、といった状況があります。
それと、県の士協会におきましても、県内の
地価に一番精通している鑑定士さんの方々が構
成員となられている団体でありますので、そう
いった市町村からの期待に応えるべく面的なバ
ランス確保という調整機能を果たしていただい
ているものでございます。ついては、県の鑑定
評価体制の運営管理組織の一翼を担っていただ
いているという状況でございます。
本県といたしましても、やはり評価基準等か
ら都道府県単位の情報交換、調整を十分に行う
旨の要請がなされておりますので、県の土地評
価協議会を開催するとともに、面的なバランス
確保を図っていくべく、そのルールづくり、鑑
定評価体制づくり、といった形で支援を引き続
きしていきたいと考えているところでございま
す。
ただ、まだまだ改善していく点は、本日いろ
いろなお話を伺ったところでありますので、そ
の都度、改善していきたいと考えているところ
でもございます。
【深澤】 どうもありがとうございました。こう

いったことも含めて、鑑定協会の公的
土地評価委員会のほうでも大分ご苦労
され、研究をされたというふうにも伺

っておりますが、樋沢さん、このあたりいかが

でしょうか。
【樋沢】 公的土地評価としては、やはり発注者

である市町村、私ども不動産鑑定士、
事務運営を行うチェック機関である士
協会、それから県の市町村課のご協力

という、こういった形式は非常に有用だと考え
ております。ただし、私どもが一番注意しなけ
ればならないのは、これは独禁法に違反しない
こと。私ども鑑定協会本会の公的委員会として
は、評価替えの年の前年に必ず固定資産標準宅
地の鑑定評価に関するQ&Aというものをつく
っておりまして、これを公正取引委員会の方に
一応チェックしていただくと。そのチェックし
ていただいたQ&Aを各県士協会のほうに配付
をいたしまして、独禁法遵守、それから官製談
合防止法等に関する違反が起こらないようにと
いう注意喚起を必ず行うようにしております。
本当にここは一番大事なことなんですけれど
も、私たちが一番気をつけなければいけないの
は、やはり鑑定士、評価員を選任するのはあく
まで市町村の方々、市町村の税務課さんに決め
ていただくと。士協会が評価員の選任に関与す
ることはできないといったことの周知徹底を図
っているところなんですけれども、このことさ
えクリアすれば、士協会が価格チェック、価格
検討バランス、あるいは情報交換において有用
な立場になることは胸を張って言えることだと
思いますので、そういった点でも、私ども公的
委員会としては、各県士協会のほうに注意喚起
をこれからも続けていきたいというふうに考え
ております。
【深澤】 ありがとうございました。冒頭、三宅
鑑定官のご説明にもありましたように、都道府
県単位の均衡化会議に似たような組織というの
は、かつては制度として存在していたわけです
けれども、そういったスキームを全国統一の制
度としてつくるということについて、総務省の
ほうではどんな感じなんでしょうか。
【三宅】 評価基準上、適正な時価を求める場合

には、鑑定評価から求められた価格を
活用することとされています。その中
で今までずっと議論してまいりました
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ように、都道府県単位の情報交換、調整を十分
に行うというふうに評価基準に定められており
ます。
冒頭ご説明申し上げましたように、かつては
通知で事細かに定めて協議の仕方というか、方
法まで書いていたんですけれども、これは通知
を廃止して基準に書き込むということで、情報
交換、調整は当然適正に行われているものとい
うふうに考えておりました。私も当時、固定資
産税評価や制度の担当もして、しばらく離れて、
またこの春に今の職についたんですが、当然そ
ういう情報交換、調整をされていることだろう
と思っておりました。
実際、先ほど来お話のありました群馬県の高
橋さん、大阪市の藤原さん、それぞれ非常に積
極的で適切な取り組みをされておられると思い
ます。
どこの地方公共団体もそういった調整をして
おられると思っていたんですが、この春先から
各都道府県、市町村の意見を聞く機会が私にも
ございまして、現状について色々お聞きますと、
どうも近隣市町村との均衡・調整については、
「鑑定評価を委託した鑑定士の方が委託契約に
基づいて行っています」というご説明で、主体
的な情報交換、調整といった業務を県や市町村
がやっているのか、聞く限りなかなかやれてい
ないというようなことを私も感じたところでご
ざいます。
確かに実際に鑑定評価を行う鑑定士の方が委
託契約に基づいて近隣市町村との価格調整を行
うということ、これは契約の範囲で重要ではご
ざいますが、個別の鑑定士が近隣市町村すべて
と十分な調整を行うというのはやはり限界があ
ると思いますし、評価基準に定める都道府県単
位の情報交換、調整がそれで十分なのかといっ
たら、やはり疑問の残るところもあるかと思い
ます。
かつて都道府県単位の協議機関で情報交換、
調整を定めていた通知を、先ほど申しましたよ
うに分権の観点から廃止して、それを評価基準
に書き込むということをしたわけですが、もち
ろんやらなくていいというふうに考えてそうし

たわけではございません。市町村においても鑑
定士に任せっ切りにするのではなく、もう少し
主体性を持って取り組み、最低でも、鑑定評価
が出てきた場合は、市町村としても、どのよう
な調整を行ったのか確認するというような、何
から始めるか色々あると思いますが、できるこ
とから始めていって、土地評価協議会のような
組織だったものにこだわらなくてもいいと思い
ますので、各市町村、県が主体的に均衡確保の
取り組みを実施していただきたいというふうに
考えてございます。
特に、近年注意しなければならないのは、市
町村合併が進展して行政区域が変更したりして
おります。また、合併した市町村ごとの評価の
取り扱い、所要の補正の関係であるとか、問題
意識を既に持っておられると思いますが、その
うちということではなくて、計画的に是正を図
っていくことが必要であると思います。
近年、税制につきましては、公平・透明・納
得というようなことが重要視されておりまして、
納税者の方の固定資産税に対する関心も高まっ
ているところでございます。したがいまして、
そういうようなことも踏まえて、最初、平成６
年の評価替えから７割評価を行って、いろいろ
な経緯があって今に至っておりますと言ったん
ですが、しばらく過ぎてしまえば、いつの間に
やら鑑定士に鑑定のお願いをして、それに基づ
いて評価して、納税通知を送ってと。いろいろ
と現場ではご苦労されて、「日々納税者の方へ
のご説明に忙しくしておられ、鑑定評価から求
められた価格等の調整までは」というようなご
意見もあるかもしれませんが、やはり、基準に
定めた調整・均衡の業務というのも重要でござ
いますので、留意していただきたいと思います。
ただ、当初、通知でありましたような均衡化
・調整のための組織の細かな設置運営まで定め
たような、そういうような通知をするというよ
うな全国一律のスキームを定めるというような
ことは、分権の観点から適当ではないと思って
いるところでございます。以上でございます。
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【深澤】 どうもありがとうございました。やは
り大阪市の藤原さんがおっしゃるよう
に、市町村がまず声を上げるというこ
と、そして、国、都道府県、そして評

価の関係者が協力をして地域にマッチした体制
をつくっていくと、そういったことが地域主権
の考え方にも合致するのではないかというふう
に、私は今ちょっとお話を伺って感じたところ
でございます。
長々とやってまいりましたが、固定資産税の
評価関係者は、現在２４年の評価替えに向けて評
価、本格的に取り組んでいるところだと思いま
す。本日のまとめといたしまして、今後の取り
組みについて一言ずつお願いをしたいと思いま
す。最後まで藤原さんをトップにしたいと思い
ますが、よろしくお願いします。
【藤原】 まさに今２４年度の評価替えの真っただ

中の状況です。適正な評価に、現場と
して頑張っていきたいと思っています。
２点、今日の話のまとめといいます

か、感想なりをお話しさせていただいて終わり
たいと思います。特に片山大臣になられまして、
地方税制について、もっと自由でいいのではな
いかというようなご発言をいただいているかと
思います。それはそれで正しいことだろうと私
は思いますが、ただ、この固定資産税評価とい
うのは、税額を決めるベースになるところです。
これについては、やはり今日ずっとテーマの柱
であります均衡化・適正化ということがどうし
ても必要なんだろうなと思っています。
均衡化・適正化された評価額をベースにどの
程度の税負担をお願いするのか、それは各市町
村なりで決めるというのがまさに地域主権の形
ではないかなと思います。そうしますと、評価
の均衡化・適正化を実現するためのスキーム、
これは別に今回の提言だけではなくて、それが
評価基準そのものなのかもわかりません。そう
いったことを含めて、そういった制度、スキー
ムが構築されるということを検討もしてもらい
たいし、そういったことをしてほしいというこ

とを、市町村のほうから声を上げていかないと
いけないのかなと思っています。
群馬県の都市税務協議会では、意見交換を積
極的にされているということもお聞きをしまし
た。私も大阪へ戻りまして、改めてそういった
取り組みができないかどうか考えて、頑張って
いきたいなと感じているところでございます。
最後にもう一点、これは今日のテーマにはふ
さわしくないんですが、先ほど冒頭で、審査申
出の理由で、地価が下がっているのに税額が上
がるのがとかいったお話があると申し上げまし
た。納税者の方は、最大の関心は税額というの
は事実だと思います。今の固定資産税の負担調
整措置、評価額が下がっても税負担が上がって
しまうケースがあるということは、正直申し上
げてなかなか理解が得られないというのが実態
です。
特に今バブル崩壊して、ずっと地価が下がっ
てきたのが、大都市部、東京、大阪もそうです
けれども、地価の上昇局面を一旦迎えました。
リーマンショックでまたみんな下がり始めたん
ですが、また今は東京とか名古屋は既にもう上
がり始めて、大阪だけがだめよと言われている
ようですけれども、そういうように、地価の動
向のベクトルが今ばらばらな状況になっていま
す。つまり、バブル崩壊までのみんなが上がっ
ているとき、バブル崩壊してみんなが下がって
いるときを過ぎて、今方向がみんなばらばらの
ときに、本日議論してきました評価の均衡化・
適正化とあわせてどういった固定資産税制度を
構築していくのがいいのかということを、やは
り検討をしていかないといけないのかなと思っ
ています。
この点は、ぜひとも総務省の三宅鑑定官にお
願いをしたいなと。最後はこのお願いをして、
私の発言を終わらせたいと思います。ありがと
うございました。
【深澤】 高橋さん、お願いします。
【高橋】 本県におきましても、既にご案内のと

おり、２４年度の評価替えに向けまして
は一応鑑定評価体制を構築しているわ
けでございますけれども、最終の価格

6. 今後の取り組み
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が出てくるまで引き続きしっかりやっていきた
いというところがございます。
それと、県内市町村さんにどれほど県が期待
に応えられているかというところもございます
が、より一層、県、市町村、それと固定資産鑑
定評価員、この三者が有機的に連携しながら、
同じ目線で評価替え作業ができるよう、引き続
き鑑定評価体制づくりはもちろんのこと、情報
交換会のほうを開催していきたいと考えており
ます。
最後になりますが、それぞれの立場から大変
参考になるご意見、ご発言をいただきましたの
で、本県に戻りましたら、より一層の均衡化・
適正化に向けて切磋琢磨していきたいと思って
おります。
【深澤】 ありがとうございました。武田さんか
らもお願いします。
【武田】 ５月に「評価センター」のほうから大

変すばらしい「提言」をいただきまし
たので、公的土地評価委員会としまし
ても、各都道府県の士協会が一元的関

連組織の役割を十分果たせるようにバックアッ
プをしていきたいと思っております。
【深澤】 ありがとうございました。樋沢さんも
お願いします。
【樋沢】 提言に書かれています価格バランスの

検討というのは既に行われていると思
うんですが、情報・意見交換というこ
とに関してはまだまだこれからかなと

考えています。愛知県においては、過去、駅ナ
カ課税のときに鉄軌道用地の評価に関しての意
見交換、これを各市町の方とやらせていただい
たところではあります。
それから、最近では、市街化調整区域内に存
する変電施設所用地の評価に関しても、いろい
ろとバランスが崩れていたので、その辺の意見
交換をさせていただきました。
市町村の方々というのは、隣の市町にお聞き
するということが活発でないところも結構ある
ものですから、そういった意味では、この情報
・意見交換の場というのは非常に今後重要にな
ってくるというような気がいたします。以上です。

【深澤】 ありがとうございました。伊藤さん、
お願いします。
【伊藤】 土地に関する調査研究委員会、これに

おきましても、今後とも固定資産評価
をめぐるさまざまな課題につきまして
調査研究を続けていきたいと思ってお

ります。
また、その調査研究を行うことによりまして、
有意義な研究成果を地方自治体に提供いたしま
して、情報の共有と意見交換に役立たせていた
だきたいと思っております。
さらに今後、固定資産税評価均衡化推進会議
などの場が開催される場合には、均衡化・適正
化の方向性を見出せるようなお役に立ちたいと
思っております。私からは以上でございます。
【深澤】 どうもありがとうございました。最後
に総務省のほうからお願いします。
【三宅】 次の評価替え年度である平成２４年度に

向けた留意事項は、この６月に出させ
ていただいております。資料１２（P．５４）
にその留意事項をつけておりますが、

その中で情報交換につきましては、アンダーラ
インを引いておりますが、「市町村間及び都道
府県内における広域的な情報交換等必要な調整
を行うこと」というふうにさせていただいてお
ります。
納税者に対する説明責任は課税庁にあるとい
うことは言うまでもございませんが、昨今固定
資産税に対する納税者の関心も高まってござい
ます。そのためにも、本日議論してまいりまし
たような、広域的な情報交換は重要であると考
えております。まさに２４年度の評価替えに向け
て今作業されておられて、評価額が定まると、
その変動割合の見込みが出る。次に評価額の動
向を見ながら、総務省としても税負担をどうす
るかという平成２４年度の地方税法の改正に入る
というのが、今後の流れです。
まさに、これから２４年度評価替えに向けて作
業が始まっていきますので、今日の議論を私も
参考にさせていただきたいと思います。
固定資産税は市町村税収の４割を占める大切
な基幹税でございます。その税収というのは、
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景気の影響を大きく受けることもなく住民サー
ビスの貴重な財源となっておりますので、総務
省といたしましてもその信頼性を引き続き確保
できるように努めてまいりたいと思います。
今後とも固定資産税制度につきましてご理解
いただきまして、また関係各方面におかれまし
ては、いろいろとご協力をお願いすることもあ
るかと思いますが、よろしくお願いいたします。

【深澤】 どうもありがとうございました。本日
のディスカッションはこれにて終了と
いうことになるわけですけれども、デ
ィスカッションを粗々に総括をいたし

ますと、１つ目は、評価の均衡化・適正化の取

り組みは、多方面の関係者による多面的な目線
合わせ、情報交換、これが必要だということ。
２つ目に、均衡化・適正化というのは、まず市
町村が自らの問題として認識すること、これか
ら始まるものだと。これを基本にいたしまして
国、県、評価の関係者がそれぞれの立場で協力
をし合って体制を整えていって、均衡化を図っ
ていくと、それが必要だろうということに総括
できるのかなというふうに思います。
本日のディスカッションを２４年度の評価替え
に向けて参考にしていただければ、大変ありが
たいと思います。フロアの皆様には長時間のご
静聴をありがとうございました。
最後にいま一度、パネラーの皆様にねぎらい
の拍手をいただければ幸いです。

おわりに
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